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町議会議長選
　　　再選挙までの流れ

５月10日に開会しました本臨時会は、５人の議員が欠席し、議長及
び副議長の選挙を行った後、その他の議会構成及び執行部上程議案
の審議を持ち越し、延会しました。５月22日に再開した本臨時会は、
３議員に対する懲罰動議、町長の再議による議長の再選挙、副議長の
辞職、副議長の選挙がありました。今号では、これらの流れを整理し
お知らせします。

５月 第１回臨時議会

５月９日　臨時会前日
５月10日の臨時会で臨時議長を務める青木秀夫議員から「議長選挙を立候補、所信表明を行って欲
しいとの動議が出るかもしれない」との電話が議会事務局にあり、事務局の判断により、各議員（連
絡が取れなかった２人を除く）に伝えた。

同日　５人の議員が欠席届を提出
小林議員、市川議員、延山議員、森田議員、小野田議員の５人が、翌日（10日）の「臨時会での議
長選において、不穏な動きがあり、臨時議長がどういう進行をするかわからない」として、事務局に
欠席届を提出した。

５月10日　臨時会開会　動議が提出され可決、議長選挙が行われた
臨時会は７人（議員定数12人）の過半数出席により成立。青木秀夫議員が臨時議長を務めた。須藤
議員から動議が提出され、この動議は出席者の全会一致で可決。荒井議員が所信表明を行った後、議
長選挙が行われ、荒井議員が当選した。議長選挙の後、副議長選挙が行われ、亀井伝吉議員が当選した。

臨時会は延会

議長及び副議長選挙の後、その他の常任委員会構成などは決めず、また、執行部からの提出議案も審
議せず臨時会は延会した。

５月12日　臨時会欠席議員５人が懲罰動議を提出

小林議員、市川議員、延山議員、森田議員、小野田議員の連名で、荒井議員、青木秀夫議員、須藤議
員に対し、「地方自治法第１１８条第１項及び板倉町議会会議規則第59条に違反し、議長選挙を行った」
として懲罰動議が提出された。

動議とは？
会議中に議会の手続きや進行に関して議員から議会に提議すること。一定数の賛成者

（板倉町議会は１人以上）があれば成立し、議題に上げられた後、審議決定を行う。

※５ページに地方自治法及び板倉町議会会議規則の抜粋を掲載

５月22日　懲罰動議を含む臨時会が再開

①提案理由　小林議員

②荒井議員、青木議員、須藤議員の弁明

③提案者（小林議員）に対する質疑

再開後、懲罰の対象となった３人の議員は除斥（※審議事件と利害関係のある議員は議場から退場し、
審議に参与できない。ただし、一身上の弁明が許可された場合は、その時に限り入場が許可される）
となり、荒井議長が除斥になったことから、議長を交替し、亀井副議長が議長を務めた。

懲罰動議～懲罰特別委員会～再議（再選挙）までのフロー

④審議を懲罰特別委員会に付託
板倉町議会委員会条例に基づき、懲罰特別委員会を設
置。８人の委員を選任し、審議を行った。
構成委員：委員長　森田議員、副委員長　市川議員、
延山議員、小林議員、小野田議員、青木文雄議員、尾
澤議員、藪之本議員　※委員長は賛否同数の時裁決

懲罰を科すべきか
市　
川

延　
山

小　
林

小
野
田

青
木
文

尾　
澤

藪
之
本

森　
田

賛成 ○ ○ ○ ○ ー
反対 ○ ○ ○ ー

懲罰の種類をどうすべきか
市　
川

延　
山

小　
林

小
野
田

青
木
文

尾　
澤

藪
之
本

森　
田

戒　　告 ○ ○ ○ ー
陳　　謝 ー
出席停止 ○ ○ ○ ○ ー
除　　名 ー

⑤懲罰委員会は賛成多数によ
り３議員を出席停止に決定

⑥本会議において、賛成多数により
３議員を出席停止に決定

委員会決定のとおり出席停止にすべきか
市　
川

延　
山

小　
林

森　
田

小
野
田

青
木
文

尾　
澤

藪
之
本

亀　
井

賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ー
反対 ○ ○ ○ ー

   （本懲罰決定の日から今臨時会を閉会する日まで）
※議長は賛否同数の時裁決

⑦町長が再議書（再選挙）を提出

⑧３人出席停止のまま議長選挙を実施
議長選挙の結果、小林議員６票、市川議員が
３票を得票し、小林議員が議長に当選した。
議長選挙の後、亀井副議長が辞職願を提出。
副議長選挙が行われ、小野田議員が当選した。

再議は町長の「拒否権」で、議会の議決や選
挙が不当であるとき、または、違法なもので
あるときに、議決の効力を停止させる権限。
※再議書の内容については「広報いたくら７
月号」をご覧ください。

賛成多数により懲罰を
科すことに決定

※４ページに要約を掲載

※５ページに要約を掲載

※４～５ページに要約を掲載

※現在、板倉町議会によって出席停止と科さ
れた懲罰処分に対して、当該者１名による審
査請求が群馬県知事に申し出されています。
審査結果は本年12月頃と言われています。
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５月 第１回臨時議会

●
小
林
武
雄
議
員

　

地
方
自
治
法
第
１
１
８
条
第

１
項
及
び
板
倉
町
会
議
規
則
第

59
条
に
違
反
し
、
議
長
の
選
挙

を
行
っ
た
た
め
で
あ
る
。
会
議

規
則
第
59
条
に
は
選
挙
及
び
表

決
の
宣
告
後
は
何
人
も
発
言
を

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規

定
し
て
い
る
が
、
５
月
10
日
の

臨
時
会
に
お
い
て
議
長
選
挙
を

投
票
で
行
い
ま
す
と
宣
告
後
動

議
の
発
議
が
あ
り
、
そ
の
後
、

一
連
の
発
言
及
び
進
行
を
進
め

た
３
名
の
議
員
は
会
議
規
則
に

違
反
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

青
木
秀
夫
議
員
は
臨
時
議
長
と

し
て
、
会
議
規
則
第
59
条
の
違

反
を
知
り
つ
つ
、
須
藤
議
員
の

発
言
を
許
可
し
た
。
違
反
行
為

を
強
行
し
た
確
信
犯
的
職
権
悪

用
行
為
で
あ
る
。
荒
井
英
世
議

員
は
会
議
規
則
違
反
を
承
知
の

上
、
ル
ー
ル
を
後
か
ら
議
論
す

る
と
論
じ
な
が
ら
独
断
で
立
候

補
し
て
違
反
行
為
を
行
っ
た
。

ま
た
、
議
会
に
お
い
て
新
た
な

慣
例
を
作
る
場
合
は
議
員
全
員

で
議
論
し
、
全
会
一
致
で
行
う

こ
と
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
、

そ
の
過
程
を
後
回
し
に
し
た
今

回
の
強
行
は
議
会
軽
視
で
あ
る
。

須
藤
稔
議
員
は
新
人
議
員
と
し

て
、
会
議
規
則
等
の
知
識
に
お

い
て
現
職
議
員
よ
り
劣
る
こ
と

は
や
む
を
得
な
い
が
、
初
議
会

に
当
た
り
最
低
限
の
知
識
を
求

め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
新

人
議
員
で
あ
っ
て
も
議
会
の
秩

序
を
乱
し
た
責
任
は
重
く
、
法

令
や
ル
ー
ル
を
知
ら
な
か
っ
た

で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。よ
っ
て
、

会
議
規
則
違
反
が
明
ら
か
な
３

名
を
懲
罰
の
対
象
と
す
る
。

●
荒
井
英
世
議
員

　

懲
罰
動
議
の
理
由
は
宣
告
後

の
動
議
の
発
言
が
会
議
規
則
に

違
反
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、

会
議
を
進
行
す
る
上
で
違
法
性

が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

須
藤
議
員
の
動
議
の
内
容
を
見

る
と
所
信
表
明
を
含
め
た
立
候

補
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
厳

密
に
言
え
ば
、
議
長
選
に
出
ま

す
と
い
う
意
思
表
示
を
お
願
い

し
た
い
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
。

従
っ
て
、
動
議
の
内
容
は
ま
さ

に
選
挙
の
方
法
に
関
し
て
の
も

の
で
あ
り
、
規
則
に
違
反
し
て

い
な
い
と
考
え
る
。
立
候
補
制

に
関
し
て
は
平
成
30
年
４
月
に

衆
議
院
議
員
櫻
井
氏
よ
り
衆
議

院
議
長
に
地
方
議
会
の
正
副
議

長
選
挙
の
立
候
補
制
に
関
す
る

質
問
主
意
書
が
出
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
を
見
る
と
地
方
自
治

法
第
１
１
８
条
第
１
項
が
準
用

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て

正
副
議
長
選
挙
に
お
い
て
立
候

補
す
る
意
思
の
あ
る
も
の
に
そ

の
旨
を
議
会
に
お
い
て
表
明
さ

せ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
、と
答
弁
し
て
い
る
。

つ
ま
り
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
回
の

動
議
の
内
容
は
立
候
補
す
る
意

思
の
あ
る
も
の
に
そ
の
旨
を
表

明
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

会
議
規
則
第
59
条
中
た
だ
し
書

き
の
選
挙
の
方
法
に
つ
い
て
の

発
言
で
あ
る
の
で
規
則
に
は
違

反
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
ま

た
、
前
提
と
し
て
、
懲
罰
事
犯

は
会
議
規
則
等
に
違
反
し
議
会

に
秩
序
を
乱
し
た
議
員
の
言
動

に
対
し
懲
罰
を
科
し
、
秩
序
を

保
持
し
よ
う
と
す
る
制
裁
で
あ

る
が
、
当
日
の
流
れ
を
み
る
と

動
議
に
対
し
て
７
名
の
出
席
議

員
の
内
、
臨
時
議
長
を
除
き
全

員
賛
成
の
下
で
実
施
さ
れ
て
お

り
、
議
会
の
秩
序
を
乱
し
た
も

の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
投

票
行
為
に
つ
い
て
も
会
議
規
則

に
準
じ
て
実
施
さ
れ
て
お
り
選

挙
行
為
に
関
す
る
疑
義
は
生
じ

て
い
な
い
と
考
え
る
。　

ま
た
、

５
名
に
よ
る
本
会
議
欠
席
こ
そ

懲
罰
に
値
す
る
と
考
え
る
。
議

員
は
町
民
の
代
表
と
し
て
本
会

議
に
出
席
し
表
決
権
を
行
使
す

る
権
利
と
義
務
が
あ
る
。
表
決

権
を
行
使
し
な
い
こ
と
は
町
民

の
負
託
に
応
え
な
い
こ
と
に
な

り
、
議
員
と
し
て
あ
る
ま
じ
き

行
為
で
あ
る
。
欠
席
に
よ
っ
て

こ
の
責
務
を
放
棄
し
た
こ
そ
、

議
員
と
し
て
の
責
任
は
重
い
と

考
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

懲
罰
動
議
に
つ
い
て
は
不
当
な

も
の
で
あ
り
、
到
底
受
け
い
れ

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

●
青
木
秀
夫
議
員

　

小
林
武
雄
議
員
他
４
名
の
懲

罰
動
議
発
議
者
・
賛
同
者
は
、

地
方
自
治
法
第
１
１
８
条
、
板

倉
町
会
議
規
則
第
59
条
違
反
を

懲
罰
の
提
案
理
由
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
法
律
に
照
ら
し

て
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
違

反
し
て
い
る
か
を
理
解
で
き
る

人
は
少
な
い
と
思
う
。
荻
野
議

会
事
務
局
長
も
理
解
で
き
て
い

な
い
と
思
う
。
会
議
規
則
59
条

は
、
た
っ
た
３
行
、
55
文
字
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
文
面
だ
け

な
ら
小
学
生
で
も
読
め
る
。
し

か
し
、
そ
の
内
容
の
解
釈
と
な

る
と
専
門
家
で
も
見
解
が
分
か

れ
る
程
難
し
い
。
板
倉
町
懲
罰

委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
8
人

は
、
全
て
板
倉
町
議
会
議
員
で

あ
る
。
そ
の
８
人
の
委
員
が
、

専
門
家
で
も
見
解
が
分
か
れ
て

い
る
条
文
で
、
懲
罰
を
科
す
べ

き
か
ど
う
か
を
審
議
す
る
の
で

あ
る
。
今
日
だ
け
、
た
っ
た
１

回
の
審
議
で
な
く
形
だ
け
で
も

２
回
・
３
回
の
審
議
を
経
て
結

果
・
結
論
を
出
す
こ
と
を
強
く

願
い
た
い
。
今
日
だ
け
、
た
っ

た
１
回
の
懲
罰
特
別
委
員
会
の

審
議
で
結
論
を
出
す
こ
と
に
な

ら
な
い
こ
と
を
望
み
た
い
。
日

本
政
府
の
公
式
見
解
も
あ
る
こ

と
を
念
頭
に
慎
重
に
公
正
公
平

な
判
断
を
重
ね
て
お
願
い
し
た

い
。
傍
聴
の
報
道
機
関
、
新
聞

関
係
の
方
に
お
願
い
し
た
い
。

懲
罰
と
は
、
不
正
な
行
為
に
対

し
て
懲
ら
し
め
て
罰
を
科
す
と

辞
書
に
も
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の

悪
い
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
辺
の

こ
と
も
踏
ま
え
て
懲
罰
動
議
に

つ
い
て
は
町
民
・
県
民
に
正
確

に
伝
わ
る
よ
う
に
、
配
慮
願
い

た
い
。

●
須
藤
稔
議
員

議
長
選
挙
が
行
わ
れ
た
際
ど
な

た
が
議
長
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え

を
持
っ
て
い
る
の
か
、
所
信
表

明
を
聞
い
て
か
ら
投
票
で
き
る

の
な
ら
新
人
議
員
と
は
い
え
町

民
の
代
表
と
し
て
正
し
い
判
断

に
よ
る
正
し
い
１
票
が
投
じ
ら

れ
る
と
純
粋
に
考
え
、
議
長
を

志
す
方
は
挙
手
し
て
立
候
補
さ

れ
、
議
場
で
所
信
表
明
を
述
べ

て
い
た
だ
き
た
い
旨
、
申
し
上

げ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
行
動
が
議

会
会
議
規
則
第
59
条
に
違
反
し
、

懲
罰
動
議
に
値
す
る
の
か
理
解

で
き
な
い
。
ま
た
、
懲
罰
動
議

発
議
者
及
び
賛
同
者
５
名
の
欠

席
者
は
出
席
の
う
え
、
お
互
い

議
場
で
討
論
で
き
な
か
っ
た
の

か
、
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
立

候
補
に
お
い
て
所
信
表
明
を
述

べ
、
選
挙
が
行
わ
れ
た
例
は
山

梨
市
議
会
等
、
各
地
方
議
会
で

も
前
例
は
あ
る
。
議
会
会
議
規

則
第
59
条
の
た
だ
し
書
き
の
表

決
の
方
法
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
と
い
う
文
面
か
ら
該
当
し
て

い
る
と
は
思
わ
な
い
。

青
木
文
雄
議
員

問
　

懲
罰
は
議
会
の
秩
序
維
持
、

品
位
保
持
の
た
め
に
認
め
ら
れ

た
議
会
の
内
部
的
自
律
作
用
で

あ
る
が
、
ど
う
思
う
か
。

小
林
議
員

答
　

認
識
は
同
じ
で
あ
る
。

青
木
文
雄
議
員

問
　

会
議
規
則
59
条
た
だ
し
書
き

の
選
挙
及
び
と
あ
る
が
及
び
は

接
続
詞
で
選
挙
と
表
決
の
方
法

に
つ
い
て
の
発
言
を
こ
の
限
り

で
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
動
議

が
で
た
立
候
補
及
び
所
信
表
明

は
ま
さ
に
選
挙
に
関
し
て
で
あ

り
、
規
則
に
違
反
し
て
い
な
い

と
考
え
る
が
。

小
林
議
員

答
　

あ
く
ま
で
も
決
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
進
め
る
こ
と
だ
と
思
う

の
で
解
釈
の
違
い
だ
と
思
う
。

藪
之
本
議
員

問
　

投
票
す
る
直
前
で
す
が
、
事

務
局
で
こ
れ
は
誰
で
も
議
長
に

な
れ
る
よ
う
な
選
挙
で
す
か
ら
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
選
挙
し
た
か

ら
立
候
補
制
で
選
挙
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
思
う
が
。

小
林
議
員

答
　

そ
れ
は
分
か
る
が
、
青
木
秀

夫
議
員
の
言
葉
の
中
で
、
立
候

補
す
る
方
は
い
ま
せ
ん
か
と
か
、

発
言
を
し
て
い
て
荒
井
英
世
議

員
が
手
を
上
げ
て
立
候
補
、
所

信
表
明
を
し
た
の
だ
と
思
う
。

藪
之
本
議
員

問
　

そ
の
時
に
全
員
立
候
補
を
認

め
て
投
票
し
た
感
じ
に
な
っ
て

い
る
。
私
た
ち
７
名
が
懲
罰
動

議
の
対
象
に
な
る
と
思
う
が
、

な
ぜ
３
名
だ
け
に
か
け
た
の
か
。

小
林
議
員

答
　

４
名
に
つ
い
て
は
議
長
の
進

行
に
対
し
て
同
調
を
し
て
立
っ

た
り
座
っ
た
り
し
か
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
実
際
に
行
動
を

お
こ
し
た
３
人
と
他
の
４
人
と

は
違
う
と
い
う
こ
と
で
動
議
の

対
象
か
ら
は
ず
し
た
。

藪
之
本
議
員

問
　

（
５
月
10
日
臨
時
会
５
人
の

議
員
欠
席
の
件
）
正
々
堂
々
と

議
会
に
出
て
議
論
す
る
の
が
議

員
の
役
目
だ
し
義
務
だ
と
思
う
。

不
穏
な
動
き
が
あ
る
と
か
、
動

議
が
で
る
と
思
う
な
ら
ば
当
日

出
て
も
ら
っ
て
、
指
摘
す
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
は
。

小
林
議
員

答
　

前
日
の
行
動
で
動
議
を
出
す

と
い
う
予
測
の
下
に
行
動
し
て

い
る
の
で
そ
こ
に
同
席
を
し
て

反
論
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

お
そ
ら
く
通
る
の
だ
ろ
う
な
と
。

お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
結
果
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
う
い
う
場
所
に
私
ど
も
は
同

席
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

藪
之
本
議
員

問
　

議
員
と
し
て
は
よ
ほ
ど
の
理

由
が
な
い
限
り
は
出
て
き
て
、

そ
の
場
で
対
処
す
べ
き
だ
と
思

う
が
。

小
林
議
員

答
　

法
令
違
反
の
こ
と
が
情
報
が

流
れ
て
い
た
と
、
同
席
し
て
同

犯
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
く
な
い

と
い
う
事
で
こ
ち
ら
の
議
員
は

欠
席
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
い
き

な
り
動
議
と
い
う
の
は
あ
り
得

な
い
と
思
う
の
で
、欠
席
し
た
。

尾
澤
議
員

問
　

会
議
規
則
59
条
の
た
だ
し
書

き
の
部
分
で
立
候
補
制
を
取
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
選
挙
の
方

法
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
発

言
の
制
限
と
い
う
の
は
、
こ
こ

ま
で
許
せ
る
、
こ
の
他
は
許
さ

な
い
と
い
う
限
界
を
決
め
る
こ

と
で
、
発
言
制
限
内
で
の
立
候

補
制
を
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
規
則
に
違
反
し
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
。

小
林
議
員

答
　

解
釈
と
認
識
の
違
い
だ
と
思

う
。●

地
方
自
治
法
第
１
１
８
条

第
１
項

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団

体
の
議
会
に
お
い
て
行
う
選

挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙

法
第
46
条
第
１
項
及
び
第
４

項
、
第
47
条
、
第
48
条
、
第

68
条
第
１
項
並
び
に
普
通
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
に
関
す
る
第
95
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。
そ
の
投

票
の
効
力
に
関
し
異
議
が
あ

る
と
き
は
、
議
会
が
こ
れ
を

決
定
す
る
。

●
板
倉
町
議
会
会
議
規
則
第

59
条(

選
挙
及
び
表
決
時
の

発
言
制
限)

選
挙
及
び
表
決
の
宣
告
後
は
、

何
人
も
発
言
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
選

挙
及
び
表
決
の
方
法
に
つ
い

て
の
発
言
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
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提
案
理
由
（
要
約
）

弁
明
（
要
約
）

提
案
者
へ
の
質
疑



●
６
月
６
日
本
会
議

人

事

案

件

◆
板
倉
町
農
業
委
員
会
委
員
の

任
命
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
７
月
19
日
の
任
期

満
了
に
伴
い
、
次
の
方
々
を
任

命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

栗
原
勝
己
さ
ん
（
大
字
除
川
）

青
木
繁
雄
さ
ん
（
大
字
大
曲
）

小
林　

昇
さ
ん
（
大
字
籾
谷
）

赤
坂
晴
久
さ
ん
（
大
字
岩
田
）

荒
井
敏
久
さ
ん
（
大
字
板
倉
）

矢
嶋
武
さ
ん
（
大
字
大
高
嶋
）

北
村
み
ど
り
さ
ん
（
大
字
下
五
箇
）

大
塚
啓
次
さ
ん
（
大
字
海
老
瀬
）

小
久
貫
紋
子
さ
ん
（
大
字
海
老
瀬
）

小
菅
正
美
さ
ん
（
大
字
籾
谷
）

報

告

◆
令
和
４
年
度
板
倉
町
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
繰
越
の
報
告

に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

繰
越
明
許
費
繰
越
を
し
ま
し
た

の
で
、
同
法
施
行
令
の
規
定
に

よ
り
報
告
す
る
も
の
で
す
。
繰

越
し
た
事
業
は
、
ま
ち
づ
く
り

推
進
事
業
等
５
事
業
で
、
翌
年

度
へ
の
繰
越
額
の
総
額
は
４
，

５
５
３
万
８
千
円
で
す
。

◆
令
和
４
年
度
板
倉
町
土
地
開

発
公
社
決
算
及
び
事
業
報
告

に
つ
い
て

　

町
が
出
資
し
て
い
る
土
地
開

発
公
社
の
決
算
及
び
事
業
報
告

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
の
規

定
に
よ
り
、
報
告
す
る
も
の
で

す
。
令
和
４
年
度
の
主
な
事
業

は
、
板
倉
ゴ
ル
フ
場
に
係
る
土

地
賃
貸
借
契
約
の
更
新
業
務
で

す
。
決
算
は
、
収
入
１
万
５
，

６
７
１
円
に
対
し
て
、
支
出

11
万
２
，
３
５
７
円
で
あ
り
、

９
万
６
，
６
８
６
円
の
損
失
で

し
た
。
な
お
、
決
算
は
、
町
の

監
査
委
員
か
ら
、
適
正
に
処
理

さ
れ
て
い
る
旨
の
報
告
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

◆
令
和
５
年
度
板
倉
町
土
地
開

発
公
社
予
算
及
び
事
業
計
画

に
つ
い
て

　

町
が
出
資
し
て
い
る
土
地
開

発
公
社
の
予
算
及
び
事
業
計
画

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
の
規

定
に
よ
り
、
報
告
す
る
も
の
で

す
。
令
和
５
年
度
の
主
な
事
業

計
画
は
、
板
倉
ゴ
ル
フ
場
用
地

の
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
き
、
賃

借
権
設
定
登
記
事
務
を
実
施
し

ま
す
。
予
算
の
概
要
は
、
賃
借

権
設
定
登
記
事
務
に
係
る
費

用
、法
人
税
等
の
経
費
と
し
て
、

４
３
１
万
４
千
円
の
支
出
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
収
入

は
、
群
馬
県
企
業
局
か
ら
の
賃

借
権
設
定
登
記
事
務
に
係
る
費

用
と
預
金
利
息
の
収
入
を
見
込

ん
で
い
ま
す
。

　令和５年第２回定例会が、６月６日㈫から６
月９日㈮までの４日間の日程で開催されました。
今回の定例会では、人事案件11件、報告３件、
条例の制定議案１件、条例の一部改正議案３件、
議員発議２件、令和５年度補正予算議案１件の
報告を除く合計18議案が審議されました。

人
事
案
件
、
条
例
の
制
定
議
案
・
補
正
予
算
議
案
な
ど
全
18
議
案
を
審
議

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
の
制
定
を
可
決

一
般
会
計
の
補
正
予
算
を
可
決

一
般
質
問
に
６
人
の
議
員
が
登
壇

議

決

議

案

◆
板
倉
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

犯
罪
被
害
者
及
び
そ
の
家
族

が
抱
え
る
多
岐
に
わ
た
る
問
題

を
支
援
す
る
に
当
た
り
、警
察
、

県
及
び
町
、
民
間
支
援
団
体
や

関
係
機
関
の
ほ
か
、
町
民
を
含

む
地
域
社
会
全
体
で
支
援
を
行

う
必
要
が
あ
る
た
め
、
町
や
町

民
の
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
、
総
合

的
支
援
体
制
の
整
備
、
関
係
機

関
と
の
連
携
協
力
な
ど
を
定
め
、

幅
広
で
途
切
れ
の
な
い
支
援
を

行
う
こ
と
を
目
的
に
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。

◆
板
倉
町
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

群
馬
県
が
定
め
る
労
務
・
技

術
者
単
価
に
お
け
る
特
殊
作
業

員
の
単
価
が
４
月
に
改
定
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
単
価
に

基
づ
い
て
算
定
し
て
い
る
災
害

応
急
作
業
等
手
当
の
額
を
改
定

す
る
も
の
で
す
。
内
容
は
、
邑

楽
東
部
第
１
排
水
機
場
に
お
い

て
行
う
排
水
作
業
等
に
職
員
が

従
事
し
た
場
合
の
１
時
間
当
た

り
の
手
当
額
を
、
平
日
の
午
前

５
時
か
ら
午
前
８
時
30
分
ま
で

及
び
午
後
５
時
30
分
か
ら
午

後
10
時
ま
で
の
と
き
に
は
３
，

６
７
２
円
、
午
後
10
時
か
ら
午

前
５
時
ま
で
の
と
き
に
は
４
，

４
０
６
円
と
し
、
休
日
の
午
前

５
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
の
と

き
に
は
３
，
９
６
６
円
に
、
午

後
10
時
か
ら
午
前
５
時
ま
で
の

と
き
に
は
４
，
７
０
０
円
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
を
改
め
る

も
の
で
す
。
ま
た
、
令
和
５
年

５
月
８
日
付
け
で
人
事
院
規
則

が
改
正
さ
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
防
疫
等

作
業
手
当
の
特
例
が
削
除
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
当
町
に
お
い
て

も
削
除
す
る
も
の
で
す
。

◆
板
倉
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

契
令
和
５
年
度
税
制
改
正
に

よ
る
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
板
倉
町
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
主

な
改
正
は
、
個
人
住
民
税
に
お

け
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族

等
申
告
書
の
記
載
事
項
の
簡
素

化
、
森
林
環
境
税
の
導
入
に
伴

う
賦
課
徴
収
の
方
法
等
の
規
定

の
整
備
、
軽
自
動
車
税
に
お
け

る
三
輪
の
特
定
小
型
原
動
機
付

自
転
車
に
つ
い
て
の
税
率
区
分

の
変
更
、
ま
た
、
排
ガ
ス
試
験

等
に
お
い
て
不
正
を
行
っ
た
自

動
車
メ
ー
カ
ー
に
対
し
て
軽
自

動
車
税
の
不
足
額
の
負
担
を
負

わ
せ
る
際
に
加
算
す
る
割
合
を

10
％
か
ら
35
％
に
引
き
上
げ
、

固
定
資
産
税
に
お
け
る
長
寿
命

化
大
規
模
修
繕
が
行
わ
れ
た
マ

ン
シ
ョ
ン
に
対
す
る
減
額
措
置

の
新
設
に
伴
い
、
地
域
決
定
型

地
方
税
制
特
例
措
置
に
お
け
る

減
額
割
合
を
参
酌
基
準
の
３
分

の
１
と
定
め
る
と
と
も
に
、
申

請
方
法
等
の
規
定
の
追
加
と

な
っ
て
お
り
、
上
位
法
の
地
方

税
法
等
の
改
正
に
伴
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。

荒
井
議
員

問
　

森
林
環
境
譲
与
税
に
つ
い
て
、

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
４
年
度

ま
で
に
町
に
譲
与
さ
れ
て
い
る

金
額
と
使
い
道
を
伺
い
た
い
。

企
画
財
政
課
長

答
　

当
町
で
は
、
令
和
元
年
度

56
万
６
千
円
、
令
和
２
年
度

１
０
２
万
４
千
円
、
令
和
３
年

度
１
１
７
万
１
千
円
、
令
和
４

年
度
１
４
７
万
２
千
円
、
合
計

で
４
２
３
万
３
千
円
の
譲
与
税

を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

ち
ら
は
、
基
金
の
定
め
が
あ
り

ま
す
の
で
、
基
金
と
し
て
積
み

立
て
て
い
る
状
況
で
す
。

◆
板
倉
町
地
域
経
済
牽
引
事
業

の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長

発
展
の
基
盤
強
化
の
た
め
の

固
定
資
産
税
の
課
税
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進

に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基

盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
26
条

の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る

省
令
の
改
正
に
よ
り
、
対
象
施

設
の
設
置
期
限
に
関
す
る
規
定

が
、
令
和
５
年
３
月
31
日
か
ら

令
和
７
年
３
月
31
日
の
２
年
間

延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
町

の
同
制
度
に
お
け
る
固
定
資
産

税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条

例
に
お
い
て
、
固
定
資
産
税
の

課
税
免
除
と
な
る
施
設
の
設
置

期
限
を
同
様
に
延
長
す
る
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

●
６
月
６
日
予
算
決
算
常
任
委

員
会補

正
予
算
審
査

　

初
日
の
本
会
議
終
了
後
、
予

算
決
算
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、

補
正
予
算
関
係
議
案
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。

議
案
第
23
号　

令
和
５
年

度
板
倉
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
，

本会議・議案審議・補正予算審査 ６月定例議会
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３
５
０
万
１
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

59
億
７
，
７
６
８
万
９
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

須
藤
委
員

問
　

商
工
総
務
費
80
万
円
の
減
額

に
つ
い
て
、
説
明
願
い
た
い
。

企
画
財
政
課
長

答
　

４
月
の
人
事
異
動
に
よ
り
ま

し
て
、
職
員
人
件
費
を
減
額
し

て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、
籍
が

替
わ
っ
た
職
員
が
い
ま
し
た
の

で
、
そ
の
減
額
で
す
。

延
山
委
員

問
　

保
育
所
等
送
迎
用
バ
ス
安

全
装
置
設
置
事
業
の
補
助
金

17
万
６
千
円
の
追
加
に
つ
い
て
、

ひ
ま
わ
り
学
童
ク
ラ
ブ
、
バ
ス

２
台
分
の
設
置
費
用
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
ほ
か
に
申
請
は
な

か
っ
た
の
か
。

福
祉
課
長

答
　

本
事
業
は
、
令
和
４
年
９
月

に
静
岡
県
で
、
認
定
こ
ど
も
園

の
送
迎
用
バ
ス
の
中
に
置
き
去

り
に
な
り
死
亡
し
た
お
子
さ
ん

の
事
例
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、

国
の
緊
急
対
策
と
し
て
、
安
全

装
置
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定

さ
れ
、
補
助
制
度
が
新
た
に
創

設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
町
内
で

は
、
認
定
こ
ど
も
園
の
ま
き
ば

幼
稚
園
が
あ
り
ま
す
が
、
所
管

が
県
に
な
り
ま
し
て
、
既
に
対

応
済
み
で
す
。
町
内
で
は
ほ
か

に
学
童
ク
ラ
ブ
し
か
な
く
、
今

回
予
算
計
上
し
ま
し
た
の
は
、

ひ
ま
わ
り
学
童
ク
ラ
ブ
か
ら
要

望
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。

小
野
田
委
員

問
　

板
倉
町
商
工
会
商
品
券
交

付
事
業
の
商
品
券
郵
送
料

２
４
４
万
８
千
円
の
追
加
に
つ

い
て
、か
な
り
の
金
額
な
の
で
、

な
る
べ
く
郵
送
料
は
抑
え
る
よ

う
な
話
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

産
業
振
興
課
長

答
　

昨
年
11
月
の
燃
料
券
の
と
き

に
、議
員
さ
ん
か
ら
の
提
案
で
、

区
長
さ
ん
に
配
布
を
お
願
い
し

た
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
が
、
区

長
会
か
ら
、
と
て
も
大
変
だ
と

い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
て
、
前

回
の
商
品
券
に
つ
い
て
は
郵
送

に
し
ま
し
た
。
今
回
も
同
様
に

対
応
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

荒
井
委
員

問
　

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
給
付

事
業
４
，
２
４
０
万
５
千
円
の

追
加
に
つ
い
て
、お
お
む
ね
１
，

３
０
０
世
帯
分
と
い
う
こ
と
だ

が
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
と
家

計
急
変
世
帯
の
数
は
ど
の
よ
う

に
見
込
ん
だ
の
か
。

福
祉
課
長

答
　

こ
の
数
字
の
見
込
み
は
、
令

和
３
年
度
、
４
年
度
に
若
干
メ

ニ
ュ
ー
は
異
な
り
ま
す
が
、
同

じ
く
住
民
税
非
課
税
世
帯
を
対

象
と
し
ま
し
た
給
付
金
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
の
実
績
を
基
に
算

出
し
て
い
ま
す
。

◆
な
お
、
補
正
予
算
に
つ
い
て　

は
、
６
月
７
日
の
本
会
議
に

お
い
て
全
会
一
致
で
原
案
ど

お
り
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

●
６
月
９
日
本
会
議

人

事

案

件

◆
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
４
月
30
日
付
け
で

議
員
の
任
期
満
了
と
な
っ
た
議

会
選
出
の
監
査
委
員
、
荒
井
英

世
議
員
の
後
任
と
し
て
、
市
川

初
江
議
員
を
選
任
す
る
こ
と
に

同
意
し
ま
し
た
。

議

員

発

議

◆
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
対
策
特

別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

構
成
委
員
：
全
議
員
（
委
員
長　

青
木
秀
夫
・
副
委
員
長　

須
藤

稔
）

◆
議
会
広
報
特
別
委
員
会
の
設

置
に
つ
い
て

構
成
委
員
（
６
人
）：
委
員
長　

荒
井
英
世
・
副
委
員
長　

藪
之

本
佳
奈
子
・
亀
井
伝
吉
・
青
木

文
雄
・
尾
澤
将
樹
・
須
藤
稔

当
町
に
お
い
て
、
供
託
金
制

度
の
持
つ
意
義
は

問
：
当
町
に
お
い
て
、
供
託
金

制
度
の
持
つ
意
義
に
つ
い

て
効
果
が
あ
っ
た
の
か
。

答
：
総
務
課
長　
供
託
金
制
度

は
、
令
和
2
年
6
月
の
公

職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
、

町
村
長
選
挙
に
お
き
ま
し

て
、
選
挙
公
営
制
度
の
拡

大
、
こ
れ
と
合
わ
せ
て
供

託
金
制
度
が
当
選
を
目
的

と
し
た
人
な
ど
、
無
責
任

な
立
候
補
を
防
止
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
15
万
円
の

供
託
金
制
度
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
当
町
に
お
い

て
、
今
回
の
町
議
会
議
員

選
挙
が
、
導
入
の
目
的
で

あ
る
無
責
任
な
立
候
補
の

防
止
に
そ
の
効
果
が
あ
っ

た
の
か
と
の
判
断
は
で
き

な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
、
今
後
、
回
を
重
ね

る
ご
と
に
そ
の
効
果
が
表

れ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に

考
え
て
い
る
。

問
：
今
回
の
選
挙
で
供
託
金
が

没
収
と
な
っ
た
方
が
当
町

で
い
た
の
か
。
ま
た
、
そ

の
お
金
は
ど
こ
へ
ど
の
よ

う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
。

答
：
総
務
課
長　

当
町
で
は
、

没
収
者
は
一
名
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
町
の
歳
入
と
な

り
、
一
般
財
源
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
と
な
る
。

町
づ
く
り
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト

に
つ
い
て

問
：
町
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
で

す
が
、
目
的
は
何
か
。

答
：
企
画
財
政
課
長　
町
内
全

世
帯
の
皆
様
を
対
象
に
、

町
内
の
暮
ら
し
、
町
の
施

策
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
の
か
、
重

要
度
、
満
足
度
、
又
町
に

何
を
望
ん
で
い
る
の
か
等

を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。

答
：
町
長　
ア
ン
ケ
ー
ト
は
町

民
の
意
向
を
総
合
的
に
、

や
ん
わ
り
と
掴
む
も
の
を

と
理
解
も
あ
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
中
の
意
向
が
多
い

か
ら
と
い
っ
て
、
や
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

否
定
は
し
な
い
が
、
真
剣

に
執
行
部
は
検
討
す
る
。

貴
重
な
点
に
つ
い
て
は
考

え
て
い
く
。

町
の
財
政
に
つ
い
て

問
：
学
校
給
食
無
料
化
や
、
教

室
の
ク
ー
ラ
ー
導
入
は
近

隣
と
比
べ
て
も
早
い
当
町

で
あ
る
が
、
今
で
は
各
体

育
館
等
も
設
置
も
終
わ
っ

て
い
る
。
町
の
財
政
、
心

配
で
す
が
ど
う
な
ん
で

し
ょ
う
か
。

答
：
企
画
財
政
課
長　
現
状
に

お
き
ま
し
て
は
、
町
の
財

源
は
健
全
で
あ
る
。

意
見
：
新
聞
記
事
に
、
泡
沫
候

補
と
言
わ
れ
る
人
を
取
材

し
続
け
て
い
る
人
の
記
事

の
中
に
は
、「
ぼ
ろ
負
け
で

供
託
金
も
没
収
と
な
る
が
、

み
ん
な
が
清
々
し
い
顔
を

し
て
い
る
。
少
な
い
票
数

で
も
自
分
の
訴
え
が
響
い

た
と
実
感
が
で
き
て
い
る

か
ら
だ
と
言
う
。
決
し
て

後
悔
し
て
い
る
人
は
い
ま

せ
ん
。」
と
あ
っ
た
。

森田 義昭 議員

今
回
の
町
議
選
に
お
け
る
供
託
金

に
つ
い
て

町
づ
く
り
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト

財
政
に
つ
い
て

一 般 質 問
議会２日目　６月７日㈬

送迎用バスの安全装置（後部天井）

町長から選任書を受け取る市川議員

一般質問（板倉町議会ホームページ、ユーチューブからもご覧いただけます。） ６月定例議会
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板
倉
の
Ｐ
Ｒ
と
観
光
に
つ
い

て問
：
観
光
振
興
の
観
点
か
ら
板

倉
に
訪
れ
た
方
が
、
再
度

訪
れ
た
く
な
る
よ
う
な
公

衆
ト
イ
レ
の
改
修
計
画
と

清
掃
状
況
に
つ
い
て
。

答
：
都
市
建
設
課
長　

ト
イ
レ

清
掃
回
数
は
緑
道
公
園
と

ふ
れ
あ
い
公
園
は
２
日
に

１
回
早
朝
１
時
間
程
度
ふ

れ
あ
い
公
園
は
毎
日
、
季

楽
里
の
ト
イ
レ
は
少
し
長

く
週
１
回
程
度
で
あ
る
。

公
衆
ト
イ
レ
の
ウ
ォ
シ
ュ

レ
ッ
ト
改
修
は
考
え
て
い

な
い
。

問
：
わ
た
ら
せ
自
然
館
と
な
り

の
レ
ン
タ
ル
自
転
車
の
利

用
状
況
と
、
お
も
な
観
光

ル
ー
ト
に
つ
い
て
。

答
：
産
業
振
興
課
長　

レ
ン
タ

ル
自
転
車
の
利
用
回
数
は

令
和
４
年
度
は
９
３
２
件
、

３
年
度
は
５
６
０
件
、
２

年
度
は
６
２
０
件
で
あ
り
、

コ
ロ
ナ
が
若
干
明
け
て
き

た
部
分
で
利
用
が
増
え
て

き
た
感
じ
が
す
る
。
レ
ン

タ
ル
サ
イ
ク
ル
で
の
周
遊

は
渡
良
瀬
遊
水
地
の
谷
中

湖
、
子
供
広
場
や
３
県
境

な
ど
、
観
光
サ
ポ
ー
ト
ク

ラ
ブ
の
方
も
案
内
を
行
っ

て
い
る
。

問
：
工
夫
を
凝
ら
し
た
水
郷
公

園
の
整
備
は
で
き
る
の

か
。

答
：
町
長　

国
や
県
の
河
川
区

域
の
法
律
に
縛
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
町
民
の
皆
さ

ん
が
言
っ
て
も
、
簡
単
に

分
か
っ
た
よ
、
と
は
言
っ

て
く
れ
な
い
と
い
う
現
状

が
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
揚

舟
あ
る
い
は
釣
り
の
関
係

に
つ
い
て
、
漁
業
組
合
に

お
任
せ
し
、
そ
の
管
理
維

持
費
用
を
含
め
た
以
外
は
、

基
本
的
に
大
き
な
お
金
は

使
っ
て
い
な
い
。

工
業
団
地
造
成
計
画
つ
い
て

問
：
産
業
用
地
の
残
区
間
す
べ

て
に
、
引
き
合
い
が
来
て

い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な

工
業
団
地
整
備
の
計
画

は
。

答
：
企
画
財
政
課
長　

こ
れ
ま

で
に
同
様
の
質
問
を
い
た

だ
い
て
い
る
が
、
農
地
区

域
、
い
わ
ゆ
る
青
地
と
呼

ば
れ
る
農
地
の
除
外
の
可

能
性
、
ま
た
そ
の
後
の
開

発
許
可
の
可
能
性
等
々
、

群
馬
県
と
連
携
を
進
め
る

こ
と
に
な
る
。
現
状
で
は

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
駅
西
口

の
南
側
５
．
４
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
用
地
が
契
約
で
き
て

い
な
い
。
そ
の
誘
致
を
優

先
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

イ
ノ
シ
シ
の
駆
除
等
に
つ
い

て

問
：
４
月
中
頃
、
12
区
北
海
老

瀬
の
荒
れ
地
と
竹
藪
に
イ

ノ
シ
シ
が
出
没
し
た
。
い

つ
か
民
家
や
下
校
途
中
の

児
童
に
危
険
が
及
ぶ
か
も

し
れ
な
い
。町
の
対
応
は
。

答
：
産
業
振
興
課
長　
近
隣
の

栃
木
市
、
小
山
市
、
野
木

町
の
対
応
は
猟
友
会
に
委

託
を
し
、
箱
わ
な
及
び
く

く
り
わ
な
に
よ
る
捕
獲
を

実
施
し
て
い
る
そ
う
で

す
。
町
と
し
て
も
猟
友
会

と
連
携
い
た
し
ま
し
て
対

策
を
進
め
た
い
と
考
え
て

お
り
、
捕
獲
用
の
檻
も
検

討
し
て
い
る
。
イ
ノ
シ
シ

の
目
撃
情
報
が
あ
っ
た
時

は
、
板
倉
の
「
お
知
ら
せ

メ
ー
ル
」
な
ど
で
周
知
し

た
り
、
警
察
に
も
連
絡
を

し
て
い
る
。

須藤 　稔 議員

板
倉
の
Ｐ
Ｒ
と
観
光
に
つ
い
て

新
た
な
工
業
団
地
計
画
に
つ
い
て

イ
ノ
シ
シ
の
駆
除
に
つ
い
て

一 般 質 問
議会２日目　６月７日㈬

選
挙
の
不
在
者
投
票
に
つ
い

て問
：
過
去
４
年
間
の
不
在
者
投

票
数
は
。

答
：
総
務
課
長　

平
成
31
年
４

月
県
議
選
は
27
人
、
町
議

選
は
16
人
、
令
和
元
年
７

月
参
議
院
選
は
22
人
、
３

年
10
月
衆
議
院
選
は
16
人
、

昨
年
７
月
参
議
院
選
は
29

人
、今
年
県
議
選
は
７
人
、

町
議
選
は
３
人
と
な
っ
て

お
り
、
国
政
選
の
方
が
多

い
。

問
：
不
在
者
投
票
用
紙
の
請
求

は
。

答
：
総
務
課
長　

不
在
者
投
票

宣
誓
書
兼
請
求
書
を
、
町

選
管
に
電
話
等
で
請
求
す

る
。

問
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

使
っ
た
電
子
申
請
は
。

答
：
総
務
課
長　
来
年
秋
予
定

の
板
倉
町
長
選
や
、
ま
だ

未
定
の
衆
議
院
総
選
挙
に

は
導
入
で
き
れ
ば
と
考
え

て
い
る
。

書
か
な
い
窓
口
に
つ
い
て

問
：
各
課
に
お
け
る
各
種
証
明

書
の
発
行
数
や
届
出
数

は
。

答
：
住
民
環
境
課
長　

人
住
民

環
境
課
の
戸
籍
抄
謄
本
や

除
票
が
４
，
４
５
３
件
、

住
民
票
が
４
，８
１
４
件
。

印
鑑
証
明
が
３
，
５
３
１

件
で
計
１
万
３
，
８
９
９

件
発
行
し
て
い
る
。
税
務

課
の
資
産
評
価
証
明
が

７
５
２
件
、
所
得
課
税
証

明
書
が
１
，
３
２
０
件
、

納
税
証
明
が
４
５
０
件
で

計
２
，
５
２
２
件
発
行
し

て
い
る
。
次
に
届
出
で
出

生
68
件
、死
亡
２
５
３
件
、

婚
姻
１
３
１
件
、
離
婚
43

件
で
計
６
３
６
件
。
転
入

５
３
８
件
、
転
出
５
３
３

件
、
転
居
１
２
０
件
で
あ

る
。

問
：
デ
ジ
タ
ル
庁
が
進
め
る
書

か
な
い
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓

口
の
概
要
は
。

答
：
住
民
環
境
課
長　
来
庁
者

は
申
請
書
や
届
け
を
書
か

ず
、
住
所
、
氏
名
、
生
年

月
日
等
の
情
報
を
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
に
入
力
し
た
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

を
ス
キ
ャ
ン
し
て
来
庁
者

の
代
わ
り
に
申
請
書
を
作

成
し
、
来
庁
者
は
申
請
書

の
内
容
を
確
認
、
署
名
す

る
だ
け
。
複
数
の
手
続
を

ま
と
め
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

問
：
書
か
な
い
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

窓
口
を
推
進
す
る
計
画

は
。

答
：
住
民
環
境
課
長　
デ
ジ
タ

ル
化
の
中
で
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
来
庁
者
は
申
請
書
ご

と
に
記
入
す
る
手
間
が
省

け
る
。
業
務
は
記
入
漏
れ

等
の
対
応
時
間
が
省
け
る
。

申
請
書
を
一
括
管
理
で
き

る
。
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
１

対
１
対
応
で
待
ち
時
間
が

増
え
る
。
シ
ス
テ
ム
導
入

費
用
等
が
か
か
る
。
事
務

の
優
先
順
位
も
考
慮
し
検

討
し
て
い
く
。

移
動
弱
者
へ
の
取
組
に
つ
い

て問
：
事
業
者
協
力
型
自
家
用
有

償
旅
客
運
送
制
度
と
は
。

答
：
総
務
課
長　

高
齢
化
、
過

疎
化
で
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー

事
業
が
撤
退
し
た
交
通
不

便
地
域
で
、
自
治
体
等
が

主
体
で
事
業
者
に
委
託
し
、

有
償
で
住
民
に
運
送
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
。

問
：
こ
の
制
度
を
推
進
し
て
い

く
計
画
が
あ
る
か
。

答
：
総
務
課
長　
自
治
体
の
多

額
の
運
行
費
用
が
必
要
。

一
般
交
通
事
業
者
と
の
競

合
等
課
題
が
あ
る
。
登
録

や
契
約
に
多
く
の
時
間
が

必
要
な
の
で
、
導
入
を
考

え
て
い
な
い
。

亀井 伝吉 議員

選
挙
の
不
在
者
投
票
に
つ
い
て

書
か
な
い
窓
口
に
つ
い
て

移
動
弱
者
へ
の
取
組
に
つ
い
て

一 般 質 問
議会２日目　６月７日㈬

レンタサイクルセンター
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子
育
て
支
援
の
充
実
に
つ
い

て問
：
板
倉
町
の
合
計
特
殊
出
生

率
が
何
年
も
著
し
く
低
い

状
態
で
あ
る
こ
と
や
、
政

府
の
異
次
元
の
少
子
化
対

策
表
明
を
受
け
て
、
板
倉

町
の
今
後
の
新
し
い
施
策

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

答
：
福
祉
課
長　

国
や
県
の
動

向
を
踏
ま
え
て
、
内
容
を

精
査
し
、
町
独
自
の
補
完

的
な
施
策
に
つ
い
て
考
え

る
。

問
：
多
子
世
帯
へ
の
支
援
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。

答
：
福
祉
課
長　
子
育
て
支
援

金
に
金
額
差
を
つ
け
た
り
、

保
育
料
を
半
額
や
無
料
に

し
て
子
供
の
多
い
家
庭
へ

配
慮
し
て
い
る
。

問
：
町
が
国
や
県
の
施
策
に
上

乗
せ
し
て
強
力
な
施
策
に

す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

答
：
福
祉
課
長　
国
、
県
の
動

き
が
目
ま
ぐ
る
し
い
時
期

で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
考
え
て
い
き
た

い
。

問
：
子
供
た
ち
を
活
発
に
さ
せ

て
、
板
倉
町
が
さ
ら
に
活

発
に
な
る
よ
う
子
育
て
が

福
祉
課
で
な
く
戦
略
的
計

画
的
に
実
践
し
て
い
く
た

め
の
専
門
部
署
の
設
置
が

必
要
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

答
：
福
祉
課
長　
人
員
的
な
も

の
、
組
織
改
正
的
な
も
の

が
必
要
な
の
で
提
案
と
し

て
承
る
。

答
：
町
長　
い
ろ
い
ろ
な
考
え

方
が
あ
る
の
で
十
分
参
考

に
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

芸
術
と
文
化
の
向
上
に
つ
い

て問
：
板
倉
町
総
合
計
画
に
あ
る

質
の
高
い
芸
術
文
化
の
向

上
に
努
め
る
と
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

答
：
教
育
委
員
会
事
務
局
長　

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
に
基
づ
い
た
修
繕
が
主

な
施
策
で
あ
る
。

問
：
修
繕
は
現
状
維
持
で
あ
り

質
の
向
上
に
努
力
し
て
い

る
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、

今
後
設
備
を
整
え
る
こ
と

や
新
設
な
ど
考
え
て
い
る

こ
と
は
あ
る
の
か
。

答
：
教
育
委
員
会
事
務
局
長　

今
は
新
し
い
施
設
は
考
え

て
い
な
い
。
音
響
設
備
や

照
明
機
材
を
含
む
施
設
管

理
は
、
修
繕
で
対
応
す
る

こ
と
を
基
本
に
、
対
応
で

き
な
い
場
合
は
、
機
材
の

更
新
を
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
時
代

は
ど
の
自
治
体
も
同
じ
施

設
を
持
つ
の
で
は
な
く
、

近
隣
に
利
用
可
能
な
施
設

等
が
あ
れ
ば
相
互
利
用
が

有
効
と
考
え
る
。

問
：
中
央
公
民
館
の
大
ホ
ー
ル

を
限
ら
れ
た
分
野
だ
け
が

使
う
の
で
な
く
い
ろ
ん
な

分
野
で
利
用
で
き
る
よ
う

設
備
を
整
え
も
っ
と
芸
術

と
文
化
が
触
れ
合
え
る
よ

う
な
環
境
を
作
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。

答
：
町
長　

芸
術
を
楽
し
む
の

に
近
隣
の
施
設
で
楽
し
む

こ
と
の
な
に
が
悪
い
の

か
。
地
に
足
の
つ
い
た
議

論
を
し
て
た
だ
け
れ
ば
有

難
い
。

問
：
設
備
投
資
の
財
源
と
し
て

た
ば
こ
税
を
考
え
た
ら
ど

う
か
。
知
ら
な
い
方
も
多

い
と
思
う
の
で
啓
発
活
動

で
増
収
を
図
り
設
備
拡
充

に
割
り
当
て
た
ら
ど
う

か
。

答
：
町
長　
一
つ
の
考
え
方
だ

と
思
う
。
従
来
も
啓
発
活

動
を
実
施
し
て
い
た
が
、

薄
れ
て
き
た
と
思
う
の
で

継
続
し
た
取
り
組
み
が
必

要
だ
。
貴
重
な
意
見
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

藪之本 佳奈子 議員

子
育
て
支
援
の
充
実
に
つ
い
て

芸
術
と
文
化
の
向
上
に
つ
い
て

一 般 質 問
議会２日目　６月７日㈬

内
水
浸
水
想
定
区
域
図
の
作

成
に
つ
い
て

問
：
前
回
の
一
般
質
問
時
に

「
内
水
浸
水
想
定
区
域
図

の
作
成
の
話
は
来
て
い
な

い
。」
と
の
総
務
課
長
の

答
弁
を
頂
い
た
。
し
か
し

実
際
は
環
境
下
水
道
係
に

来
て
い
た
。
町
長
・
副
町

長
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い

う
…
…
。
役
場
内
の
連
絡

体
制
、
連
携
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。
ど
こ
か
で

止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
か
。

答
：
住
民
環
境
課
長　

そ
の
様

な
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

答
：
副
町
長　
県
の
下
水
環
境

課
か
ら
来
て
い
る
は
ず
だ

が
、
何
を
指
し
て
い
る
の

か
判
断
で
き
な
か
っ
た
。

答
：
町
長　
内
水
氾
濫
に
つ
い

て
認
識
の
違
い
が
あ
っ
た

の
と
、
防
災
マ
ッ
プ
も
で

き
て
い
る
の
で
心
配
は
な

い
と
判
断
し
て
い
た
。
申

し
訳
な
い
。

問
：
令
和
７
年
を
目
途
に
作
成

を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

が
、
現
在
の
町
の
作
成
状

況
は
。

答
：
住
民
環
境
課
長　

多
く
の

手
間
と
費
用
が
見
込
ま
れ

る
。
作
成
は
容
易
で
は
な

い
。今
後
は
県
に
相
談
し
、

情
報
収
集
に
つ
と
め
慎
重

に
検
討
し
た
い
。

県
の
教
育
要
領
の
見
直
し
に

つ
い
て

問
：
群
馬
県
教
育
委
員
会
の
児

童
生
徒
等
事
故
・
問
題
行

動
・
災
害
被
害
報
告
要
領

に
つ
い
て
町
長
か
ら
教
育

長
に
見
直
す
べ
き
と
の
指

示
が
出
さ
れ
た
が
。

答
：
教
育
長　

県
か
ら
は
現
状

の
要
領
ど
お
り
で
、
と
の

事
で
あ
る
。
た
だ
今
後
、

要
領
以
上
に
丁
寧
に
弾
力

的
に
運
用
し
て
い
き
た
い

と
の
返
答
を
頂
い
た
。

不
登
校
児
童
・
生
徒
の
ケ
ア

に
つ
い
て

問
：
学
校
以
外
で
不
登
校
の
児

童
や
生
徒
を
ケ
ア
す
る
場

所
は
町
内
に
あ
る
の
か
。

答
：
教
育
委
員
会
事
務
局
長　

学
校
以
外
で
ケ
ア
す
る
所

は
町
内
に
３
か
所
あ
る
。

①
板
倉
中
学
校
内
に
設
置

さ
れ
て
い
る
町
教
育
相
談

所
（
中
央
公
民
館
で
も
相

談
可
）
②
教
育
委
員
会
の

事
務
局
③
町
の
福
祉
課

（
相
談
窓
口
）

問
：
板
倉
町
に
は
適
応
指
導
教

室
（
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
）

の
設
置
は
な
い
の
か
。

答
：
教
育
委
員
会
事
務
局
長　

未
設
置
の
理
由
と
し
て
板

倉
町
で
は
学
校
へ
全
く
登

校
で
き
な
い
児
童
・
生
徒

が
居
な
か
っ
た
こ
と
。
教

育
相
談
員
を
全
校
に
配
置

し
、
相
談
室
や
保
健
室
を

使
っ
て
不
登
校
の
児
童
・

生
徒
の
対
応
に
当
た
る
こ

と
で
事
実
上
適
応
指
導
教

室
に
近
い
形
が
実
現
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
町
で

は
適
応
指
導
教
室
の
役
割

を
校
内
に
設
け
て
随
時
対

応
し
て
い
け
る
体
制
を
と

り
、
現
状
で
は
十
分
機
能

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

学
校
以
外
の
場
所
に
適
応

指
導
教
室
を
設
置
し
て
ほ

し
い
と
い
う
強
い
要
望
が

保
護
者
か
ら
あ
れ
ば
検
討

は
し
て
い
き
た
い
。

小野田 富康 議員

内
水
浸
水
想
定
区
域
図
へ
の
認
識
と

作
成
状
況
に
つ
い
て

小
中
学
校
の
教
育
の
指
導
要
領
と

不
登
校
児
童
・
生
徒
の
ケ
ア
に
つ
い
て

一 般 質 問
議会２日目　６月７日㈬

中央公民館大ホール（ステージ）

一般質問（板倉町議会ホームページ、ユーチューブからもご覧いただけます。） ６月定例議会

13　いたくら議会だより　第166号　令和５年８月１日 いたくら議会だより　第166号　令和５年８月１日　12



　

令
和
５
年
５
月
22
日
㈪
に
再

開
し
ま
し
た
令
和
５
年
第
１
回

板
倉
町
議
会
臨
時
会
の
議
決
議

案
を
ご
報
告
し
ま
す
。
な
お
、

同
日
決
定
し
ま
し
た
議
会
構
成

は
「
議
会
だ
よ
り
１
６
５
号
」

に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

人

事

案

件

◆
板
倉
町
固
定
資
産
評
価
員
の

選
任
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
３
月
31
日
付
け
で

定
年
退
職
と
な
っ
た
税
務
課
長

の
高
瀬
利
之
さ
ん
の
後
任
と
し

て
、
新
た
に
税
務
課
長
と
な
っ

た
栗
原
正
明
さ
ん
を
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

承

認

議

案

◆
専
決
処
分
事
項
の
承
認
に
つ

い
て
（
板
倉
町
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
）

　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
板
倉
町
税
条
例
を
改
正
す

る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
令
和

５
年
３
月
31
日
付
け
で
専
決
処

分
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
主
な

改
正
内
容
は
、
地
方
税
統
一
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
導
入
に
伴
う
納
付
書

の
様
式
追
加
、
個
人
町
民
税
に

の
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業

所
得
に
係
る
課
税
の
特
例
の
適

用
期
限
の
延
長
、
固
定
資
産
税

の
先
端
設
備
等
に
係
る
固
定
資

産
税
の
特
例
措
置
の
創
設
に
伴

う
地
域
決
定
型
地
方
税
制
特
例

措
置
の
規
定
の
削
除
、
営
業
用

乗
用
軽
自
動
車
に
係
る
軽
自
動

車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
措
置

の
適
用
期
限
の
延
長
、
個
人
町

民
税
の
優
良
住
宅
地
の
造
成
等

の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た

場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る

課
税
の
特
例
の
適
用
期
限
の
延

長
等
、
地
方
税
法
等
の
改
正
に

伴
う
も
の
で
す
。

◆
専
決
処
分
事
項
の
承
認
に
つ

い
て
（
板
倉
町
国
民
健
康
保

険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）

　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
板
倉
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
、
令
和
５
年
３
月
31
日

付
け
で
専
決
処
分
を
行
っ
た
も

の
で
す
。
主
な
改
正
内
容
は
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

に
係
る
課
税
限
度
額
の
引
上
げ
、

均
等
割
、平
等
割
の
５
割
軽
減
、

２
割
軽
減
判
定
所
得
の
算
定
基

準
の
引
き
上
げ
等
、
地
方
税
法

等
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
す
。

◆
専
決
処
分
事
項
の
承
認
に
つ

い
て
（
令
和
５
年
度
板
倉
町

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
））

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
，

５
９
０
万
４
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

58
億
７
，
５
９
０
万
４
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。
補
正
の
理
由

は
、
令
和
5
年
３
月
7
日
に
国

か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
実
施
時
期
等
が

示
さ
れ
、
必
要
経
費
を
予
算
化

し
た
も
の
で
す
。

◆
専
決
処
分
事
項
の
承
認
に
つ

い
て
（
令
和
５
年
度
板
倉
町

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
））

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

８
２
８
万
４
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

58
億
８
，
４
１
８
万
８
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。
補
正
の
理
由

は
、
令
和
４
年
度
末
に
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
特
別

給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
国

が
決
定
し
、
実
際
の
支
給
は
、

市
町
村
が
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
給
付
金
と
事
務
費
を
予
算

化
し
た
も
の
で
す
。

第
1
回
臨
時
議
会

　

令
和
５
年
７
月
７
日
、

と
き
が
わ
町
議
会
総
務
産

業
建
設
常
任
委
員
会
（
６

名
）が
行
政
視
察
に
訪
れ
、

当
町
議
会
が
行
う
「
事
務

事
業
評
価
」
を
メ
イ
ン

テ
ー
マ
と
し
て
、
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
議
会
動
画
配
信
に
か

か
っ
た
費
用
の
説
明
と
実

際
に
庁
舎
内
モ
ニ
タ
ー
で

動
画
配
信
を
見
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
と
き
が
わ
町

は
「
本
日
の
成
果
を
持
ち

帰
り
、
し
っ
か
り
と
町
に

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
と

共
に
、
町
づ
く
り
に
活
か

し
て
い
き
た
い
。」
と
話

し
て
い
ま
し
た
。

執
行
部
上
程
議
案

議 会 日 誌

７月
４日

７日

水防協議会／館林地区消防組合議会第１回

臨時会

東部水道企業団議会／埼玉県ときがわ町行

政視察受入

９日 町避難訓練

14日

19日

21日

28日

常任委員会（事務事業選定）／議会広報特

別委員会

群馬県町村議会議長会監査

全員協議会／議員のみ協議会

館林地区消防組合例月出納検査

←　板倉町議会動画配信はこちら

５
年
・
10
年
後
に
備
え
た
学

校
統
合
計
画
を

問
：
国
も
異
次
元
の
少
子
化
対

策
な
ど
と
看
板
を
掲
げ
て

躍
起
と
な
っ
て
い
る
。
焼

け
石
に
水
と
な
ら
な
れ
ば

と
心
配
で
あ
る
。
板
倉
町

も
そ
う
い
う
現
実
を
踏
ま

え
た
教
育
行
政
を
考
え
て

い
る
と
思
う
。
５
年
後
、

10
年
後
は
必
ず
来
る
。
小

学
校
の
統
合
に
つ
い
て
、

今
ど
の
よ
う
な
計
画
案
を

も
っ
て
い
る
か
。

答
：
教
育
委
員
会
事
務
局
長　

本
小
学
校
の
統
合
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
で
の
具
体

的
な
計
画
は
な
い
。
板
倉

町
の
出
生
数
の
減
少
は
、

十
分
に
承
知
し
て
い
る
。

令
和
４
年
度
の
出
生
数
は

34
名
、
そ
の
子
供
の
小
学

校
の
入
学
は
令
和
11
年
で

東
小
の
入
学
者
は
13
名
、

西
小
の
入
学
者
は
21
名
で

あ
る
。児
童
数
の
減
少
は
、

避
け
て
通
れ
な
い
が
、
で

き
る
だ
け
現
在
の
学
校
数

を
確
保
し
て
い
き
た
い
。

問
：
中
学
校
と
な
る
と
少
子
化

は
、
小
学
校
以
上
に
い
ろ

い
ろ
な
問
題
が
生
ま
れ
る

と
思
う
。
例
え
ば
、
単
学

級
と
な
っ
た
場
合
の
専
科

性
、
部
活
動
の
選
択
肢
の

減
少
、
私
立
中
学
校
へ
の

入
学
希
望
者
の
増
加
な
ど

を
考
え
る
と
、
小
学
校
の

人
数
が
イ
コ
ー
ル
中
学
校

と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

そ
う
な
る
こ
と
も
想
定
し

た
対
策
を
早
め
に
立
て
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
思

う
。

答
：
教
育
委
員
会
事
務
局
長　

10
年
後
、
令
和
15
年
度
を

推
計
す
る
と
板
倉
中
学
校

３
年
全
員
１
６
７
名
と
い

う
こ
と
で
各
学
年
２
学
級

と
な
る
。
全
教
科
専
門
の

教
員
を
配
置
で
き
る
。
部

活
動
に
つ
い
て
は
、
生
徒

数
の
減
少
と
な
る
と
設
置

さ
れ
る
部
活
動
も
減
る
こ

と
に
な
り
、
希
望
す
る
部

活
動
に
入
れ
な
く
な
る
可

能
性
は
大
い
に
あ
る
と
思

う
。
私
立
中
学
へ
の
入
学

者
に
つ
い
て
は
、
令
和
４

年
度
は
４
名
で
あ
る
。
今

後
に
つ
い
て
は
、
増
え
る

か
ど
う
か
現
状
で
は
分
か

ら
な
い
。

歩
留
ま
り
の
よ
い
教
育
を

問
：
小
学
校
の
授
業
を
参
観
さ

せ
て
も
ら
っ
た
時
の
感
想

で
あ
る
。
確
か
５
年
生
の

授
業
で
あ
っ
た
と
思
う
。

随
分
難
し
い
こ
と
を
や
っ

て
い
る
と
驚
い
た
。
果
た

し
て
習
得
で
き
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
血
と
な
り
肉
と

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と

心
配
で
あ
っ
た
。
ゆ
と
り

教
育
か
詰
め
込
み
教
育
か

に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ

な
見
解
が
あ
る
。
私
は
歩

留
ま
り
の
よ
い
ゆ
と
り
教

育
派
で
あ
る
が
、
教
育
長

の
考
え
は
。

答
：
教
育
長　

私
は
、
ゆ
と
り

教
育
派
で
も
詰
め
込
み
派

で
も
な
い
か
な
と
い
う
の

が
率
直
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。

日
常
生
活
に
必
要
な
基
礎
学

力
の
充
実
を

意
見
：
国
際
化
社
会
で
の
活
躍

と
い
う
希
望
を
抱
く
こ
と

も
大
切
で
あ
る
。し
か
し
、

２
０
０
も
の
大
学
で
漢
字

の
補
習
授
業
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。
大
卒
新
入
社
員

に
四
則
混
合
の
テ
ス
ト
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

い
う
現
実
を
踏
ま
え
る
と
、

歩
留
ま
り
の
あ
る
基
礎
教

育
が
大
切
と
思
う
。

青木 秀夫 議員

少
子
化
は
深
刻
（
令
和
４
年
度
の

出
生
数
34
名
）

令
和
11
年
度
の
入
学
者
、
東
小
13
名

西
小
21
名

一 般 質 問
議会２日目　６月７日㈬

６月定例議会行政視察受入・臨時会議決議案・議会日誌
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私は、キュウリと稲作の農家です。田園風
景が広がり、自然豊かな町、板倉が大好

きです。農地の大区画化、大型機械の導入で、
作業能率が上がり、ひとりで、より多くの面積
ができる様になり、誰でも機械に乗れば、作業
ができ、米作りができてしまいます。しかし、
田んぼには、高齢者ばかりで、若者の姿が、少
ない様です。なぜなら、資材高騰で、費用がか
かりすぎる、米の価格も安いでは、儲からない。
子育てや、生活することも大変であり、稲作へ
の魅力がない。米の価格も上がり、儲かれば、
若い人たちが、やる気になり、世代交代へと繋
がると思います。町や農業公社、ＪＡの力を借
りて、若い人達に、よりそい、支援してもらい
たいです。最後に病気やけがなどで、稲作の作
業ができなくなった時、続けて請け負う組織が
あってほしいです。

松村敬次郎さん
（大字大荷場）

　
地
方
自
治
と
は
首
長
と
議
会
の
両
輪
で
あ
る
と
い
う
二
元
代

表
制
の
意
義
で
あ
る
が
、
議
会
は
首
長
・
執
行
機
関
を
監
視
・

評
価
す
る
と
と
も
に
、
政
策
・
立
案
を
行
い
、
首
長
等
と
切
磋

琢
磨
す
る
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
議

会
は
一
人
の
長
に
対
し
て
、
集
団
の
知
と
し
て
対
抗
・
協
働
す

る
も
の
で
、
議
員
一
人
ひ
と
り
が
長
と
直
接
対
峙
し
て
い
る
も

の
で
な
く
、集
合
体
と
し
て
対
峙
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。従
っ

て
、
多
様
な
議
員
一
人
ひ
と
り
が
議
論
を
通
し
て
集
団
の
知
と

し
て
、
一
人
の
長
に
よ
る
独
断
と
偏
見
を
監
視
す
る
の
が
大
切

だ
と
思
う
。

　
議
員
と
し
て
首
長
に
対
し
て
は
、
一
歩
離
れ
て
二
歩
離
れ
ず

の
姿
勢
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
議
会
広
報
特
別
委
員
長
　
荒
井
英
世 

記
）

　議会の本会議は公開制となっています。会議当日、受
付票に記入していただくだけで、どなたでも自由に傍聴
することができます。
◆９月議会定例会（予定）
　会　期　９月６日㈬～９月15日㈮
　議　事　⑴条例改正などの議案審議・採決
　　　　　⑵一般質問
　　　　　⑶決算認定議案審議・採決
　※会期等が変更となる場合もあります。
　※ 詳しい日程等については、議会のホームページでお

知らせします。

お問い合わせ先
議会事務局　TEL.82－1111（内線701）
　　　　　　TEL.82－6154（直通）

『傍聴して町政を知る』
だれでも簡単にできます  議 会 傍 聴

わたしは板倉町が好きです。自然豊かでの
んびりとした板倉町はとても過ごしやす

く心地が良いです。そんな板倉町をもっと良い
ところにするためにしてほしいと思ったことが
２つあります。一つはゴミ拾い、もう一つは草
刈りです。１つ目のゴミ拾いは、私が登下校を
しているときに、歩道にごみが落ちているのを
よく見かけます。おそらく車から捨てられたも
のでしょう。とても通りにくく景観もよくあり
ません。月に一度はゴミ拾いを実施してほしい
です。２つ目の草刈りも登下校のときに思った
ことです。道端に生えた草が長く伸びていて、
ぶつかってしまいます。半袖や半ズボンだと肌
を草で切ってしまうかもしれません。草を定期
的に刈る、もしくは除草剤を撒いてほしいです。
以上の２つが、この町をもっとよくするために
実施して欲しいことです。

小久貫優花さん
（板倉中学校３年）

稲作の今、高齢化
と若者離れ

若者たちに
よりそった支援を

東小６年生社会科見学（役場議場）

板倉町の改善点
町をもっと良くする
ために私が町にして

ほしいこと
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